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よこすかポートマーケット跡地活用調査委託仕様書

１　業務委託名

よこすかポートマーケット跡地活用調査委託

２　業務目的

平成 31年（2019年）３月末で閉店を予定している「よこすかポートマーケット」の

跡地を活用して、民間事業者の運営による観光集客の核となる施設（団体客に対応する

飲食、おみやげ販売所、その他集客スペース）の誘致を行うにあたり、どのような業種

や業態が観光集客という視点で効果が高く、進出の可能性が高い企業のヒアリング等を

行い調査する。

３　契約期間

契約の日から平成 31年（2019年）３月 31日まで

４　業務委託の内容

（１）よこすかポートマーケット跡地関連の概要

ア　よこすかポートマーケット敷地・建物

所在地 横須賀市新港町６

土地面積 7,430.25㎡

用途地域 準工業地域

建蔽率／容積率 60/200都市計画

地域地区 臨港地区（第 2種高度地区（20ｍ制限））-商港区

港湾計画 埠頭用地-野積場

建物の用途 店舗、倉庫

床面積

3,592.28㎡

１階　3,438.16㎡

２階　　154.12㎡

構造 鉄筋造亜鉛メッキ・合金メッキ鋼板ぶき２階建て

その他

・Ｓ62.11.9新築（築 31年）

Ｈ25.2.28用途変更・増築

・上水道は、南側近接の横須賀冷蔵倉庫から引き込

み

・下水道は、敷地北側からポンプアップして、反時

計回りで西側に排水

イ　よこすかポートマーケット駐車場

所在地 横須賀市新港町１－３

土地面積 5,183.24㎡

H31年度中に分筆し、約 3,900㎡の予定

用途地域 準工業地域

建蔽率／容積率 60＋10（角地緩和）＝70/200都市計画

地域地区 臨港地区（第 2種高度地区（20ｍ制限））-商港区

港湾計画 交流厚生用地場

※本仕様書に記載されている事項にかかわらず、当該敷地、建物に関する現状、制限等を

考慮すること。

（別紙１）
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【位置図１】

【位置図２】

（２）横須賀再興プランで実施する主な事業

ア　第二海堡クルーズの就航

イ　ヴェルニー公園に設置するガイダンスセンターを核としたルートミュージアム構想

ウ　旧 三笠駐車場跡地へのホテル誘致

エ　猿島での音楽・アートイベントの開催

オ　猿島ビジターセンターの整備

カ　走水低砲台跡、千代ヶ崎低砲台跡の整備

キ　ペリー記念館の展示方法の見直し　　等

横須賀駅

横須賀中央駅

土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡土地　約 3,900㎡

土地　約 3,900㎡

土地　約 7,400㎡
建物　約 3,500㎡
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（３）業務委託の内容は、以下のとおり。

①立地エリアのポテンシャル分析

本市の公表データ等を活用するとともに、情報収集を行い、「横須賀再興プラン」の

実施を前提とした立地エリアのポテンシャル分析を行う。

・立地エリアを中心とした商圏や周辺環境の分析

・年間集客、売り上げの試算

・進出が期待できる施設規模の試算

・事業手法、事業性の検討（手法別の損益の見込み、分岐点など）

②新たな施設の進出可能性調査

・観光・集客に対して効果が高い業種や業態の選定

・進出の可能性が高い企業のリストアップとヒアリングの実施

５　成果品の提出

（１）「成果品」を提出する前に調査結果の「概要版（速報版）」を作成し、任意の様式に

より本市へ提出すること。

「概要版（速報版）」は、平成 31年（2019年）２月８日までに提出すること。

（２）本業務により作成した資料等は全て電子データ及び書面（20部）により、報告書と

して平成 31年（2019年）３月 31日までに本市へ提出すること。

６　予算上限額

7,236千円（消費税及び地方消費税等一切の経費を含む）

７　支払方法

業務完了後、一括払い。

８　注意事項

（１）受託者は、横須賀市個人情報保護条例を遵守し、業務上知り得た個人情報等の秘密

を他人に漏らしてはならない。また、業務終了後も同様とする。

（２）本市と受託者は、本業務が円滑に行われるよう連携を密にし、適宜調整を図りなが

ら実施する。

（３）業務完了後、受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良箇所が発見された場

合は、速やかに本市が必要と認める訂正、補足、その他必要な措置を行うものと

し、これに対する経費は受託者の負担とする。

（４）本業務により制作された資料及びデータの所有権は本市に帰属する。

９　その他

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、別途

協議するものとする。

10　問合せ先

横須賀市文化スポーツ観光部企画課　総務担当

住　所：〒238-8550　横須賀市小川町 11番地（横須賀市役所１号館４階）

電　話：046-822-8110（直通）、ＦＡＸ：046-824-3277

E-mail：pd-cstd@city.yokosuka.kanagawa.jp


